
JSDAキャピタルマーケットフォーラムの設置について 

 

 

平成 25 年５月 14 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

１．設置の趣旨  

 我が国資本市場の発展を担う研究者の育成、知識の蓄積のため、若手の研究者（法

学・経済学等）を中心に、学識経験者（大学教授、弁護士、民間研究機関研究者）、協

会員の実務家、海外の学界・市場関係者等との研究・交流・情報発信の場を設置する。 

 

２．検討テーマ 

(1)資本市場に関する法令や自主規制等 

(2)海外の法制度及び自主規制等の比較 

(3)マーケットプラクティス 

(4)コーポレートガバナンス 

(5)Ｍ＆Ａ 等 

 

３．本フォーラムの進め方 

 本フォーラムは、各回毎にテーマを設定し、適宜開催する。 

若手の研究者に研究を委託し、本フォーラムにおいて、報告を受ける（発表会形式

での開催を想定）。 

 

４．設置期間 

平成 25年度から平成 29年度の５年間 

 

５．構成及び運営 

(1)本フォーラムは、学識経験者、若手の研究者、協会員の実務家合計 25 名程度をも

って構成する。 

(2)本フォーラムに座長を置く。 

(3)本フォーラムの座長は、自主規制会議議長が委嘱する。 

(4)本フォーラムの委員は、座長が委嘱する。 

(5)本フォーラムには、オブザーバーを置くことができる。 

(6)本フォーラムの検討状況について、適宜、自主規制会議に報告する。 

 

６．事務の所管 

本フォーラムの事務は、自主規制本部 自主規制企画部が担当する。 

 

以 上 

 


